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令和８年５月１５日以降調達公告適用

 

工　
　

程

①（他工事等との調整） 

　　　　　　　　については、　　　　　　と関連するので相互の連絡調整を密にすること。 

②（部分完成、着工保留） 

　　　　　　　　については、　　　　　　まで　　　　　　　〔すること、しないこと〕。 

③（施工時間） 

本工事の施工時間帯は、昼間施工（８：００～１７：００）を見込んでいる。 

　　　　　　　　の施工時間は、　　：　　～　　：　　とする。 

④（余裕期間設定工事） 

本工事は、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領（平成28年6月9日付第201600036328号県土整

備部長通知）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いに

ついては、同要領の規定による。 

工期については、調達公告のとおりとする。 

⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） 

この工事の工期には、鋼材調達期間として、　　　ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰する

ことができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、そ

の理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

⑥（週休２日工事） 

　　　　　　　　　　本工事は、琴浦町週休２日工事実施要領（令和6年3月29日付）の対象工事である。琴浦町ホーム

ページ（トップページ行政情報＞入札・契約＞琴浦町入札契約関係要綱・要領集）に掲載された本

工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。

 
用
地
関
係

①（用地、物件等未処理） 

本工事区間の　　　　　　　には　　　　　　　　　があるので、監督員と打合せのうえ施工を

行うこと。 

なお、　　　　　頃　　　　　　　の予定である。 

 

支
障
物
件

①（埋設物等の事前調査） 

工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・（水道・下水道・電気・通信・ガス

・その他　　　　）について調査済み〕である。 

事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道・下水道・電

気・通信・ガス・その他　　　　）であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行う

こと。 

その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋

設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 

②（支障物件） 

　　　　　　　　　の施工に当って、　　　　　　　　　が支障となっているが、　　　　　　　

までに移設が完了する見込である。 

予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 

③（立木の置き場所） 

工事用地内の立木は伐採し、　　　　　　　　　　　　　　　 に置くこと。 

 

 

公
害
対
策

①（低騒音型・低振動型建設機械） 

本工事のうち施工箇所：　　　　　　　　　　については、特に生活環境を保全する必要がある

ので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通

省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 

該当工種：　　　　　　　　　　　、施工機械：　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                        　　　　       現    場    説    明    書　　　                 ２

 

安
全
対
策

①（交通安全施設等） 

一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及

び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別

途協議すること。 

交通誘導員Ａ　　　　人　交替要員　　　　人　１日あたり合計　　　人　配置日数　　　日 

　　　　　　　工事全体合計　　　　人・日　　　　　　　　　 

交通誘導員Ｂ　　　　人　交替要員　　　　人　１日あたり合計　　　人　配置日数　　　日 

　　　　　　　工事全体合計　　　　人・日 

警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は

以下のとおりとする。 

交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関す

る規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級

検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。 

また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ

以外の交通の誘導に従事する者をいう。 

なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全

教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置していることとみなす。 

 

濁
水
処
理

① （濁水処理） 

工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書に

よるものとする。なお、これにより難い場合は別途協議すること。 

また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水

の処理について（平成24年3月27日付第201100201443号水・大気環境課長通知）

（https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf）に基づいて適正

に処理すること。 

 

建
設
副
産
物
の
処
理

【建設発生土（処理）】 

①（他工事等流用） 

建設発生土は　　　　　市・町・村　　　　　　地内の　　　　　　　　　　工事現場に運搬

（片道運搬距離　　　㎞）するものとする。 

②（建設技術センター） 

建設発生土は　琴浦　市・町・村　八橋　地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離　3.5 

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り　1,650　円をセンターに支払うこと。 

センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とするこ

と。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

③（民間残土受入地） 

建設発生土は　　　市・町・村　　　　地内の　　　　　　　　に運搬（片道運搬距離　　　

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り　　　　　円を　　　　　　　に支払うこと。 

民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とするこ

と。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

④（土質改良プラント） 

建設発生土は　　　市・町・村　　　　地内の　　　　　　　　に運搬（片道運搬距離　　　

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り　　　　　円を　　　　　　　に支払うこと。 

土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とす

ること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

 

【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 

①（分別解体等）　　　　  

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとす

る。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 

コンクリート塊 １m3当り　　　　　　円 

アスファルト塊 １m3当り　　　　　　円 

建設発生木材 　１m3当り　　　　　　円 

②（他工事等流用） 

〔Co雑割材・　　　　　　〕は、　　 　市・町・村　　　　　地内　　　　工事で使用する

ものとする。 
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令和８年５月１５日以降調達公告適用

 

工　
　

程

①（他工事等との調整） 

　　　　　　　　については、　　　　　　と関連するので相互の連絡調整を密にすること。 

②（部分完成、着工保留） 

　　　　　　　　については、　　　　　　まで　　　　　　　〔すること、しないこと〕。 

③（施工時間） 

本工事の施工時間帯は、昼間施工（８：００～１７：００）を見込んでいる。 

　　　　　　　　の施工時間は、　　：　　～　　：　　とする。 

④（余裕期間設定工事） 

本工事は、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領（平成28年6月9日付第201600036328号県土整

備部長通知）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いに

ついては、同要領の規定による。 

工期については、調達公告のとおりとする。 

⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） 

この工事の工期には、鋼材調達期間として、　　　ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰する

ことができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、そ

の理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

⑥（週休２日工事） 

　　　　　　　　　　本工事は、琴浦町週休２日工事実施要領（令和6年3月29日付）の対象工事である。琴浦町ホーム

ページ（トップページ行政情報＞入札・契約＞琴浦町入札契約関係要綱・要領集）に掲載された本

工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。

 
用
地
関
係

①（用地、物件等未処理） 

本工事区間の　　　　　　　には　　　　　　　　　があるので、監督員と打合せのうえ施工を

行うこと。 

なお、　　　　　頃　　　　　　　の予定である。 

 

支
障
物
件

①（埋設物等の事前調査） 

工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・（水道・下水道・電気・通信・ガス

・その他　　　　）について調査済み〕である。 

事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道・下水道・電

気・通信・ガス・その他　　　　）であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行う

こと。 

その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋

設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 

②（支障物件） 

　　　　　　　　　の施工に当って、　　　　　　　　　が支障となっているが、　　　　　　　

までに移設が完了する見込である。 

予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 

③（立木の置き場所） 

工事用地内の立木は伐採し、　　　　　　　　　　　　　　　 に置くこと。 

 

 

公
害
対
策

①（低騒音型・低振動型建設機械） 

本工事のうち施工箇所：　　　　　　　　　　については、特に生活環境を保全する必要がある

ので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通

省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 

該当工種：　　　　　　　　　　　、施工機械：　　　　　　　　　　　 
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安
全
対
策

①（交通安全施設等） 

一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及

び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別

途協議すること。 

交通誘導員Ａ　　　　人　交替要員　　　　人　１日あたり合計　　　人　配置日数　　　日 

　　　　　　　工事全体合計　　　　人・日　　　　　　　　　 

交通誘導員Ｂ　　　　人　交替要員　　　　人　１日あたり合計　　　人　配置日数　　　日 

　　　　　　　工事全体合計　　　　人・日 

警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は

以下のとおりとする。 

交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関す

る規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級

検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。 

また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ

以外の交通の誘導に従事する者をいう。 

なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全

教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置していることとみなす。 

 

濁
水
処
理

① （濁水処理） 

工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書に

よるものとする。なお、これにより難い場合は別途協議すること。 

また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水

の処理について（平成24年3月27日付第201100201443号水・大気環境課長通知）

（https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf）に基づいて適正

に処理すること。 

 

建
設
副
産
物
の
処
理

【建設発生土（処理）】 

①（他工事等流用） 

建設発生土は　　　　　市・町・村　　　　　　地内の　　　　　　　　　　工事現場に運搬

（片道運搬距離　　　㎞）するものとする。 

②（建設技術センター） 

建設発生土は　琴浦　市・町・村　八橋　地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離　3.5 

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り　1,650　円をセンターに支払うこと。 

センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とするこ

と。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

③（民間残土受入地） 

建設発生土は　　　市・町・村　　　　地内の　　　　　　　　に運搬（片道運搬距離　　　

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り　　　　　円を　　　　　　　に支払うこと。 

民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とするこ

と。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

④（土質改良プラント） 

建設発生土は　　　市・町・村　　　　地内の　　　　　　　　に運搬（片道運搬距離　　　

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り　　　　　円を　　　　　　　に支払うこと。 

土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とす

ること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

 

【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 

①（分別解体等）　　　　  

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとす

る。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 

コンクリート塊 １m3当り　　　　　　円 

アスファルト塊 １m3当り　　　　　　円 

建設発生木材 　１m3当り　　　　　　円 

②（他工事等流用） 

〔Co雑割材・　　　　　　〕は、　　 　市・町・村　　　　　地内　　　　工事で使用する

ものとする。 

 

 

 

 


